
 

 

 

 

 

 

（回 答） 

【コメント１に対する回答】 

ケーブル貫通口の位置をより理解しやすいよう，本紙 P.2図１を添付4－2に追加する。 

また，それにあわせて，補正申請時に添付4 P.12図3－2(PDF780)と添付4－2 P.38添付5－2図(PDF864)を本

紙 P.3，P.4の比較表の通り修正する。 

  ケーブル貫通口の位置は本紙 P.2 図１の通りであり，寸法は幅 80cm×高さ 40cm であり，受入れ区域と貯蔵区

域（どちらも管理区域）を仕切っている壁を貫通している。貫通口は床面から約10ｍに位置しており，金属キャス

クより十分高い位置にある。受入れ区域側は付帯区域の屋上に位置している。 

  なお，【コメント２に対する回答】の通り，ケーブル貫通口については受入れ区域側への漏洩線量を評価し，遮蔽

の必要がないことを確認している。 

 

【コメント２に対する回答】 

 添付4－2 P25の解析モデル(PDF851)による解析とは別に，ケーブル貫通口の隙間を鉛毛マットで埋めない状態

での解析モデル（本紙 P.5図2参照）を使用し，金属キャスクからの線種を中性子100％とした場合（ストリーミ

ングによる影響が大きいため）の線量評価を行っている。その結果，受入れ区域側のケーブル貫通口開口において，

区分Bの外部放射線に係る基準線量を十分に下回ることを確認している。 

ケーブル貫通口の影響がないことから，添付4－2 P.25の解析モデル（PDF851）では，ケーブル貫通口は考慮せ

ず，遮蔽壁として計算している。 

 

【コメント３に対する回答】 

 【コメント２に対する回答】で述べたように，鉛毛マットでケーブル貫通口の隙間を埋めることなく，受入れ区

域側の線量は区分Bの外部放射線に係る基準線量を十分に下回ることを確認している。ただし，実際には鉛毛マッ

トで隙間を埋めている。 
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ケーブル貫通口について、 

【コメント１】 

・位置が添付4P12図3-2(PDF780)と添付4-2P38添付5-2図(PDF864)とにおいて一致していない

理由を説明すること。同貫通口(３箇所）の位置，形状，寸法を明確に示すこと。 

【コメント２】 

・P25の解析モデル(PDF851)における同貫通口の考慮の有無及び漏洩線量評価に対するその影響

について、定量的に説明すること。 

【コメント３】 

・鉛毛マットで同貫通口の隙間を埋めることにより放射線業務従事者等の被ばく線量（γ線，

中性子線）を十分に低減できる根拠について説明すること。 
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図１　ケーブル貫通口の位置
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※貯蔵区域側から受入れ区域側を見た図
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変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブル貫通口の位置を

修正 
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変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブル貫通口の位置を

修正 
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図２　ケーブル貫通口の線量評価位置

図２　ケーブル貫通口の線量評価位置

貯蔵区域と受入れ区域のケーブル貫通口
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